
 

 

梅雨前線による大雨及び令和元年台風第５号による被害 

に対する全国知事会の対応（第２報） 

令和元年７月20日17時00分現在 

全国知事会調査第二部 

※下線部は前回からの変更箇所 

 

 

１ 災害の概要 

（１） 梅雨前線による大雨及び台風第５号による被害 

 

２ 主な被害の状況（消防庁速報第３報：14時30分） 

(1) 人的被害   軽傷3人（長崎県2人、沖縄県1人） 

(2) 住家被害   34棟（岐阜県4棟、愛知県7棟、広島県3棟、山口県5棟、愛媛県2棟 

            福岡県1棟、長崎県12棟） 

(3) 避難の状況  長崎県内（避難所50箇所、避難者数510人） 

 

３ 知事会の対応状況等 

【７月２０日】 

10:05 長崎県に大雨特別警報発令 

11:00 今回の大雨特別警報に関して、全国知事会は７月２０日１１時に全国知事会事務 

総長を本部長とする「災害対策都道府県連絡本部」を設置しました。 

16:10 長崎県の大雨特別警報解除 

16:10 大分県（九州ブロック幹事県）から情報を収集し、広域応援の要請がないことを確認。  

 

４ 今後の対応（予定） 

全国知事会は、第２報の発出をもって災害対策都道府県連絡本部を一旦解散し、 

情報収集については、引き続き調査第二部にて対応する。 

 


